
 

 １２－１

新しいリサーチパークのデザインにおける環境プランナー制度の位置づけ 
吉 田 賢 一 

株式会社日本総合研究所研究事業本部 〒102-0082 東京都千代田区一番町 16番 
早稲田大学環境総合研究センター 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 513 研究開発センター3号館 104号室 

E-mail: kenken@kurenai.waseda.jp 
あらまし  環境問題を捉えるには、地域をベースにした「コミュニティ・ガバナンス」の視座から、市民・企業・行政の織り
成すパートナーシップによる協働体系を分析することが基本となる。その具体的な舞台である埼玉県本庄市に所在する「早稲

田リサーチパーク」のデザイン策定にあたっては、「環境共生・共創都市」を標榜し、地域を環境系と情報系の研究分野が交差

する「社会実験場」と位置づけ、地域とのパートナーシップによる新しい活動形態を企図している。さらに各分野での環境ス

ペシャリストともいうべき基礎的素養と高度な問題解決能力を有した人材を育成することも必須となる。「環境プランナー」は

ビジネスと環境の両立のための環境対応を総合的に理解し適切なアドバイスを行う、まさに各分野を横断的に括るライセンス

であり、市場における高度職業人の価値向上のみでなく、アカデミックな領域とビジネス領域の接合の機能をも果たす可能性

を展望する。 
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開題－「コミュニティ・ガバナンス」の理想  
２０世紀の行政国家の理念は、資本主義的な市場

原理に根ざす経済成長と社会民主主義的な理念に根

ざす所得分配の平等化の両立を企図して構想されて

きた。それは言うまでもなく、大量生産、大量消費、

大量廃棄をモデルとした産業社会の実現と、その成

長が持続する限り生み出される正の国民所得の果実

によって賄われるべき、20 世紀後半における高齢化
問題への対応と密接にリンクしていたのであった。

そして、ひとたび成長神話に蔭りが見えたとき、産

業発展の影に見過ごされてきた自然環境の破壊や工

業排出物などによる人体汚染などの外部不経済とし

ての環境問題があぶり出され、同時に高齢化に伴う

福祉関連の財政支出の逼迫や若年労働力の縮減に伴

う労働生産性の減退を招き、国民国家そのもののフ

レームワークに動揺を来すといった事態に至ってい

る。しかも、それらは地球規模にまで拡大してきて

おり、まさに現代の行政国家における構造的問題と

してとらえることができよう。  

とりわけ、環境問題を見た場合、地球レベルから

身近な地域レベルに及ぶその複合性から、国レベル

での取組みのみでなく、むしろ人間の生活行動から

発生する環境負荷などの実態を考えた場合、身近な

地域での取組みを主体的に攻究することが必要であ

るといえよう。そして地域を舞台とした関連アクタ

ーのパートナーシップをいかにして確保し、従来の

権力的な形態から移行したネットワーク型のサービ

ス供給システムが大半を占めている今日の地域社会

において、環境関連の諸政策をいかに効果的に展開

していくべきかを考えなくてはならないのである。  
そこでまず、我々の存する社会空間に目を向けて

みれば、人間的存在―地域共同体―（外的）自然環

境の連続的位相を確認することができる。しかし、

現実には人間の経済活動と自然環境の狭間から、産

業廃棄物の不法投棄、温暖化や環境ホルモンの蔓延

など環境破壊や汚染の問題が極めて深刻度を増して

いる。また、一方で産業化や都市化が進展するに伴

い旧い地域共同体は希薄化したが、高齢化社会を迎

え、その対策として生まれた各種の社会保障制度が

今まさに崩壊の危機に直面しているという状況は、

まさに人間のなす経済的活動と地域共同体の位相の

狭間から生じているといえよう。 [1] 



 

 １２－２

そこで、循環型社会実現に向けての新しいパラダ

イムとして、「コミュニティ・ガバナンス」の理念と

モデルが意義を有してくるのである。その具体的な

方法論としては、まずは当該地域のみに当てはまる

特殊解を導出し、サンプルとなる複数地域について

の特殊解と合わせて得られる共通因子を析出する。

その共通因子を基に、あらゆる地域について、その

特殊性を加味した上で適切な解答を導出するための

アプローチ手法を開発することが重要となる。  
「コミュニティ・ガバナンス」とは、例えば環境

に関する政策課題を、狭い意味での政治や行政の領

域だけで処理するのではなく、市民や企業などの適

切な参加も得て、とりわけ「地域」において具体的

な解決案の導出に向け取り組んでいこうとする社会

的営為の理念態を意味している。 [2]即ち、市民、民

間団体、企業、地方公共団体、科学者、マスコミ、

政府、国際機関など、多元的で多様性を持ったアク

ターの存在とその役割を認識し、それぞれの主体が

協働して複雑化した政策課題に、より適合的に対応

していくという考え方である。この概念は、行政運

営に対しより積極的かつより民主的な意味内容を備

えた概念でもあり、権力的に政府という単独アクタ

ーが規制政策のみで環境問題に取り組むのではなく、

人間社会の基本にある地域をベースに、市民／NPO、
事業者、行政の共通の問題として設定し、各アクタ

ー、とりわけ市民が主体的に行動することが必要と

なる。一方で限定的な地域を越えた共創空間の創造

という観点からは、アクターの多様化による意思疎

通の困難性、意思そのものの分散化及びそれに伴う

公共性確保のためのガバナンスに対する制度的担保

の必要性、そして自治政治の点から、意思決定にお

ける合意形成の技術的隘路を解決していかなくては

ならないことをも考慮する必要がある。さらに、「市

場」的調整は万能ではなく、公権力の介入にも限界

があることは論を待たないことを踏まえれば、モラ

ルハザードを除却して市民個々人のモラルに訴える

環境教育などの側面を重視しなくてはらないであろ

う。  
そこで「自治（自立・自己統治）」の再生といった

市民社会の原点に立ちかえり、モラル教育による主

体的参加意識の醸成の観点からも、情報伝達・共有

による循環型社会経済システムの可視化を進めてい

かなくてはならず、そのための「対話」の「共通言

語」を語るのが、本稿で議論する「環境プランナー」

なのである。  
こうした理念を踏まえ、本稿では具体的な「コミ

ュニティ・ガバナンス」を試行する舞台として、本

庄拠点都市地域に展開する「早稲田リサーチパーク」

を念頭に置きつつ、大学という中立的なアリーナを

基軸に、地域を構成する各アクターに内在し、かつ、

各アクターをつなげる存在としての「環境プランナ

ー」の可能性を展望することとする。  
 
 

1. リサーチパークの展開  
清水周 [2001]によれば、我が国で「サイエンスパ

ーク」という言葉が一般化したのは、「かながわサイ

エンスパーク」が生まれた 1980 年代の後半である。
一般的には①中核としての大学や官民の研究機関、

②組織的なイノベーション活動の展開、③ハイテク

ベンチャーのインキュベーション、④地域ぐるみで

の取組み、及び⑤国の支援政策と連動した地方自治

体による産業政策がその特徴として示されよう。こ

れに加えて、新しい「サイエンスパーク」の方向性

として、直接金融市場へ移行する積極的な位置づけ

が必要になるという。 [3] 
それでは、本稿において取り上げる「早稲田リサ

ーチパーク」とはいかなるものであるのか。  
「早稲田リサーチパーク」構想が具体化する契機

は、「職」「住」「遊」「学」の機能を備えた、魅力あ

る拠点都市地域の形成を図るため、1993 年 8 月、埼
玉県知事より、本庄市、美里町、児玉町、神川町、

神泉村、上里町、及び岡部町の１市５町１村が「本

庄地方拠点都市地域」として指定を受け、さらに

1995 年 3 月、地方拠点都市地域の整備等に関する基
本方針である「本庄地方拠点都市地域基本計画」が

承認を受けたことに始まる。その中で、早稲田大学

本庄キャンパスを含む地域は「早稲田リサーチパー

ク地区」（計画区域面積：約 65.3ha）として位置づけ
られ、先端的科学技術、産業創造に関わる国際貢献

のできる研究開発、人材育成機能、情報通信・交流

機能の集積を図ることが期待されており、地域との

パートナーシップによる緑豊かな自然と調和したリ

サーチパークを目指している。  
2003 年 12 月現在において、地域振興整備公団に

よる「インキュベーション・オン・キャンパス本庄

早稲田」が完成し、入居が開始されており、地元自

治体等からの財政的支援を得た早稲田大学による

「産・学・公・地域連携促進センター（仮称）」の整

備も、着々と進められている。また、上越新幹線「本

庄早稲田駅」については、2001 年 8 月に起工式が行
われ、2004 年 3 月の開業を目指して、鋭意工事が進
められている。さらに研究活動のコーディネートな

どリサーチパークを統合的にマネジメントする組織

として、財団法人本庄国際リサーチパーク研究推進

機構（2002 年 5 月）が設立され、いよいよ新しい理
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念に基づくリサーチパークは胎動を始めているので

ある。  
 
1.1 デザインとスケルトン  
さてリサーチパークの基本的機能を備えることを

前提に、デザインにあってはいかなる方針で臨むべ

きであろうか。Echols, A.E.& Meredith, J.W [1998]に
よれば、リサーチパークを成功に導くパラダイムは

次のとおりである。 [4] 
・リサーチパーク固有の知識の領域において、質

的に高い研究と人材開発にアクセスできること  
・そこから生み出される製品とサービスの市場に

アクセスできること  
・とりわけ立ち上げの際に不足するマーケティン

グの経験と企業経営のスキルを提供しうる能力

を有すること  
・セキュリティなどの手段において、パテントを

経由した製品や製造過程の秘密を保護する能力

を有すること  
・入居する企業を一定の基準によるスクリーニン

グで選択する能力を有すること  
・リサーチパークの名称の選択において、しばし

ば表される明確なアイデンティティを有するこ

と  
・長期的な経済的計画を有し、周囲に認知された

財政問題の専門家を伴った経営を行なっている

こと  
・資金供給など、国家レベルと地方レベルでの政

治・経済分野における力強くダイナミックな諸

アクターの支援があること  
・産学間のインターフェイスを具現化する存在と

して、決定権と関連アクターに認知されるよう

な目に見えるプロフィールを有する積極的なリ

ーダーがいること  
・コンサル会社、技術サービス会社、実験請負会社や

品質管理会社などの占める割合が顕著であること  
これらのパラダイムを踏まえた上でのデザインの

スケルトンは、開発の目的、開発プロセスの基本調

査、グランドデザインの策定、内部環境の整備、基

本設計の実施、マスタープラン策定といった手順で

行われることとなる。なかでもグランドデザインに

おいては①事業採算性の検討（建設計画、資金調達

計画、運営計画など）、②公私間の事業領域における

私（民）の活用パターンの類型などマネジメント主

体のあり方、そしてグランドデザインのハイライト

ともいうべき③地域ブランド戦略の策定が必須とな

る。昨今タウン・マネジメントなどの概念で、都市

を企業経営の切り口で捉える潮流がある。その中で、

いわゆるイギリスやニュージーランドなどの New 
Public Management は、行政運営に民間企業の手法を
活用しようとする試みである。地域の首長は経営者

の視点から住民の満足を得ようと試み、お客様意識

やコスト意識を公務員である「社員」に扶植するな

どの成果を上げてきた。しかしながら、そこでは、

依然として市場原理という視点の位置づけが不十分

であることは否めない。  
二村 [1999]によれば、「客」という住人に「商品」

として選んでもらう立場のñまちòは、選択肢の中で
勝たなければñまちòの存続はない。まさに、市場の
原理の中で競合に競り勝ってようやく成立するブラ

ンドと同様なのである。そこでñまちòを活性化させ
るには、ñまちòを一つのブランドとして捉え、その
ブランド・マネジメント手法に倣い戦略を組み立て

ることが効果的となるのである。 [5] 
次に地域ブランド戦略を議論する前に、キーワー

ドとなる環境問題と地域との関連性について、概観

しておこう。  
 
1.2 環境問題の現在 
完全競争を理念とする市場経済であるが、外部不

経済、独占と費用逓減の問題、不完全競争、情報の

不完全性・非対称性といったような点から、市場メ

カニズムが完全に作動することは難しい。特に市場

にて受け入れられる価格設定が容易に表明されない

公共財・準公共財については、民間財よりも効率的

な資源配分を果たすような調整機能を市場に期待す

ることはできないのである。したがって、公私領域

の理念性は早くもその普遍的妥当性を弱めてしまう

のであり、市場は「失敗」に帰することとなる。そ

の意味で、自然環境は典型的な「公共財」なのであ

る。しかもここでの「市場の失敗」として、営利を

追求する企業は市場に内部化されていなければ、環

境条件への配慮などを行うインセンティブを持たな

いという限界が指摘されよう。 

そこで、理念態へ向けできる限り接近させて、齟

齬を解消するためのメカニズムが必須となり、具体

的にはそのために立法・行政・司法の三権が整備さ

れ、それらの「ファイン・チューニング」を通じて、

公私のバランスが保たれてきたといえるのである。 

とりわけ、このような市場の失敗に対しては、公

共財・準公共財にあっては、消費の排除不可能性と

非排他性から価格形成が困難であるため、行政府な

いしは政策決定者の実際の行政活動における意思決

定に大きく依存することとなり、それを統御する仕

組みが必要となる。一般的な工業製品を想定してみ

れば、市場の原理による利潤極大化が図られた結果、
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大量生産・大量消費による膨大な廃棄物を生み出し

ている。しかもその量的な処理・処分のみでなく、

それに含有される有害物質等の処理や残余の物質を

再資源化・再利用する循環システムの構築が必須と

なる。この方向性を政策的に位置づけようとした場

合、法制度を中心とした直接的な規制による手法で

は限界がある。特に静脈市場を作動させるには、経

済的利得に対するインセンティブをもたらす間接的

手法に加え、高度な環境技術や情報戦略を駆使する

ことが肝要であり、それらをベースに自由・競争・

協定・規制などの政策パッケージを、対象とする製

品等の財が持つ性質に適合的に導入することが、環

境政策立案の要諦となる。それこそが資源循環を促

進する市場と政府の共創メカニズムが求められてい

る所以である。 

こうして「市場の失敗」は、行政府の適切な介入

によって補正され、公私領域の理念性は確保される

かにみえたが、1970 年代後半から行政府の介入、即
ち、「大きな政府」を標榜する福祉国家やケインズ主

義に対しての疑問が生じたのである。政府の行動は

必ずしも合理的ではなく、消費者余剰と生産者余剰

を合わせた社会的便益を最大にする形での理想的政

府の行動が、フィクションにすぎないことを主張す

る論調が現れてきたのである。それが「政府あるい

は行政の失敗」であり、例えば産業廃棄物の取り締

まりの低迷など、必ずしも市場の補正を適切に行う

べく規制をかけられないことが容易に想起されよう。 
その主な要因としては、政府機構の外在的要因、

即ち、政府の行動の結果である政策に起因するもの

と、政府機構の内在的要因、即ち、官僚制組織の性

向から発生するものがある。前者は、政府の採る政

策の中長期的な予測困難性、政策のもたらす結果に

対する影響力の限定性である。後者では、官僚機構

の党派性、官僚機構の硬直性及び権力の非対称性が

挙げられる。そうしたことが自然環境に対する規制

活動においても、必要かつ十分な効果をもたらすこ

とを阻害しているのである。  
こうした「公共財」としての環境問題から生じる「市

場」の限界を認識した上で、それを克服していかな

る循環型社会を目指すべきなのであろうか。  
これまでの循環型社会構築に向けての取り組みは、

中央政府主導のものであり、まさに国レベルで把握

する地域共通の実情（構造）に対し、各自治体政府

が統一した基盤で働きかけを行うこと（機能）を規

定する政策フレームを形成してきたのが、これまで

の取組みの実態であったといえよう。  
しかしながら、このような構造と機能を対比させ

る視座のみでは、地域の独自性や地勢的特性、文化

的背景などその地域特有の実態を把握し、的確な政

策対応を行うこと、即ち、「特殊解」を導出すること

は困難となる。  
そこで、地域の適正規模が議論の対象となってく

るのである。昨今では、地方分権の潮流に沿って、

地方自治体の適正規模をめぐり合併の諸議論が起き

ている。森田 [2003]は、「第１、に適切な住民自治が
可能な自治体のあり方はどのようなものか」「第２

に、より広域化した現代社会において、自治体は、

どのように相互に連携し、単独では解決できない課

題を都市圏全体として解決すべきなのか」という視

点を提示し、ネットワーク型の自治体連携とその際

に自律的な「公共社会」の創造を指摘している。 [6]

これについてさらに踏み込んで論を進めれば、適正

規模のあり方を示す理念ないし哲学を「循環型社会」

に置くのであれば、分断されがちであった動脈と静

脈の市場をリンクさせ、寄本 [1999]が提示する、地
域を構成する三つの市民－「生活者市民」・「企業市

民」・「公務員市民」 [7]が協働して市場を構成、運営

する「コミュニティ・ガバナンス」のメカニズムが

必須となるのである。  
しかしながら、先述のごとく環境問題の「公共財」

としての側面は、そこに内在化している性質から普

遍主義とならざるを得ず、地域を越える性向は否め

ない。  
このような段階にいたった場合、空間的に狭い市

町村レベルのみで循環型社会を構築することは適当

ではなく、むしろ行政界を超えた、ある程度の規模

の地域で争点ごとに関連アクターが集う「イッシュ

ー・ネットワーク」を構想することが肝要となる。

そこに通底するのは、集うアクターが有機的な解を

導出する政策的協働の論理なのである。そのステー

ジでは共創を生み出す状況、即ち、「ガバナンス」の

自然的調和が予定されていると考えられるのである。 
 
1.3 循環型社会とパートナーシップ 
ここでは、これまで述べた環境問題と地域との親

和性を前提に、「早稲田リサーチパーク」の展開にお

いて包摂すべき具体的なブランドの中身について概

説する。 [8] 
「早稲田リサーチパーク構想」立案の契機となっ

た本庄地方拠点都市地域は、北関東の玄関口に位置

し、緑豊かな自然環境に恵まれていることから、

「食・住・遊・学」の機能を備えた魅力ある地域の

形成に、地域からの支援と期待には大きなものがあ

り、ゼロエミッションを指向した環境共生・共創型

の情報未来都市が構想されている。これは早稲田大

学を中心とした産・官（公）・民（地域）・学のパー
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トナーシップによって、各活動主体や都市全体の環

境効率を向上させるとともに、持続的な発展の試み

を続け、それを外部に発信するñ成長òする都市であ
ることを特徴としている。このような開発理念を背

景に、具体的には、次のような展開の方向性が考え

られる。  
 
①「環境共生・共創都市」＝循環型社会の構築 

戦後日本の経済発展が資源・エネルギーの大量消

費・大量廃棄に支えられてきたことには、多言を要

しない。しかし、それとの引き換えで資源・エネル

ギー枯渇、環境負荷や廃棄物処理問題が顕在化し、

それへの対策に行き詰まりを見せている現在、我々

の経済活動や生活様式、そしてそれらが展開される

空間の利用形態の見直しが喫緊に求められているの

である。循環型社会の構築にあたっては、まず自然

の浄化力が主体となり、更に市民／NPO・行政・事
業者等システム稼動の関連アクターが共生・共創を

企図したパートナーシップをもって、最適なバラン

スと組み合わせで臨むことが肝要となるのであり、

これを展開する実践的なステージを考えていかなく

てはならないのである。  
その実践的ステージとしての地方拠点都市地域は、

やや古いが、1995 年 4 月末現在で、全国 81 地域が
指定を受け、そのうち 56 地域が基本計画の承認を受
けている。その中で本庄地方拠点都市地域は面積的

には最小であり、人口規模的には７番目に小さく、

また、人口増減率は 6 番目に小さい。財政運営的に
は面積が小さく、人口規模が大きければ効率的運営

の可能性が高まることを踏まえれば、最も自律的な

都市地域のサンプルとしてふさわしい条件を備えて

いるといえよう。一方で、エリア内にはごみ問題な

ど都市型問題を抱える一方で、中山間地域などがあ

り、基盤産業の衰退や人口減少に伴う財政的自立性

の弱体化など過疎化した地域特有の問題も抱えてい

て、典型的な日本の地方都市の課題を有している。

これらのことから、地域をベースにした循環型社会

構築に向け、格好の実践的検討対象＝「社会実験場」

として位置づけられるのである。  
 
②地域とのパートナーシップによる一体となっ

たまちづくり  
「早稲田リサーチパーク」を中心としたñまちòの

優位性は、従来の「官製」サイエンスパークが行政

主導となり大学が「招待客」となって、結果として

経営責任が運営主体の第三セクター等に負荷されて

いるケースが多いのに対し、「早稲田リサーチパー

ク」は「官」や「公」との連携を基本としつつも、

大学の軸足が本庄拠点地域に根ざす「地域とのパー

トナーシップ」が、デザインの基本的要素となって

いることにある。このようなケースは政府や民間デ

ィベロッパー主導の拠点開発型リサーチパークに比

し、面的なネットワーク性の強い地域共生型のリサ

ーチパークといえよう。 [9]いわばリサーチパークが

大学と企業のみでなく、市民レベルにおいても出会

いが交差する、一定規模のñまちòを構成していると
考えることができよう。  
そこでコミュニティ主導型のコンセプトをさらに

進めて、これまで議論した地域を基盤にして、地域

を動態的に構成する三つの市民、即ち、本源的な「生

活者市民」、「企業市民」そして「公務員市民」を主

要アクターとしたイッシュー・ネットワークを原理

とする「コミュニティ・ガバナンス」、そしてそれを

持続可能な発展形態へと導出する「コミュニティ・

ビジネス」を組み合わせた新しいリサーチパークの

経営モデルを提示することとしたい。  
 
1.4 地域経営戦略のモデル  
まず、地域と共生、共創する新しいリサーチパー

クのコアは「学」である。その「学」を中心に「産」

や「地域」が争点ごとにその解決を目指して連携・

協働関係を組むことが、「コミュニティ・ガバナン

ス」の理念を体言することとなるのである。  
その際の戦略には、二つの方向性が考えられる。  
第一は、アンカープロジェクトの連続的展開であ

る。リサーチパークの初期段階においては、成功可

能性の高い案件を絞り込み確実に立ち上げると同時

に、間隔をおかず、連続的にプロジェクトを推進す

ることが肝要となる。アンカープロジェクトは中央

政府や大企業等との連携による国策レベルの大型プ

ロジェクトによって一定規模のファンドを注入し、

黎明期におけるリサーチパークの推進力とすること

がポイントとなる。  
第二は、恒常的なコミュニティ・ビジネスの立ち

上げである。一般的に地域内での「地産地消」を経

営メカニズムとするコミュニティ・ビジネスは、そ

の事業規模は大きくないものの、地域の「共益性」

あるいは「社会的公共性」を体言し、地域全体に広

がるサービスの均霑性をその特色としている。持続

可能な地域経済を生み出す観点から、大学の知識や

技術を接点として、地域に根ざした市民主導のビジ

ネスモデルを着実に立ち上げることがポイントとな

る。例えば小学校における総合学習時間に対し、地

域で体験型学習プログラムを提供するビジネスモデ

ルを立ち上げることなどが考えられる。  
この二つの戦略的方向性に対し、「学」を基軸に、
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「産」や「地域」、そして「官（公）」はどのように

連関することとなるのであろうか。ここで技術移転、

受託研究、ベンチャー育成そして地域経済の持続的

発展の四つのフェイズで考えみよう。  
まず、第一に、技術移転である。ここでは主とし

て「産」には国内外の大企業が想定される。「大学等

における技術に関する研究成果の民間事業者への移

転の促進に関する法律」（1998 年）の整備を境に、
我が国においても、共同研究、受託研究、技術指導

などが日常行われている技術移転に加え、大学の研

究成果の特許化とそのライセンスにおける技術移転

が、政策的支援のもと活発に展開されている。 [10]

しかしながら、特定地域に TLO が存在したとしても、
技術移転を行う対象は、極端に言えば、海外の企業

をも含めることができるため、結果的に地域に捉わ

れず実施できることとなり、その意味で地域との連

関性はやや希薄となる。  
第二に、受託研究や共同研究である。ここでの「産」

には、新しい研究開発のシーズを発掘する観点から

大企業のみでなく、中小企業・民間研究機関が考え

られ「官」ないしは「公」である中央・地方政府も

関係してこよう。地域における産業集積などの国の

政策との整合も考慮すれば、地域との連関性は高く

なってくるといえよう。  
第三に、ベンチャー創出である。これは大企業な

どの社内シーズの創発も考えられるが、基本は「地

域」に根ざす「市民起業家」が協働の対象となろう。  
2002年度から３カ年計画でスタートした「新市

場・雇用創出に向けた重点プラン」（通称「平沼プ

ラン」）のなかの「大学発ベンチャー1000 社構想」

の一環として実施される大学発ベンチャー支援ネッ

トワーク構築事業の展開とともに、各大学や地方自

治体では、でインキュベーションのためのハード面

の整備が進められている。しかしながら、現在の我

が国のインキュベーション施設及びそのマネジメン

トを担う組織体は、オフィスなどの賃貸事業が主た

る収入源となっており、統合的なソフト面での支援

活動に関するプログラムに不足しているケースが多

い。これは事業化までに要する技術、経営、財務、

マーケティング、営業、そして人的資源など様々な

要因の欠落が、複合的に絡み合っていることに起因

するものと考えられる。米国などと比し、環境やベ

ンチャーに対する個人投資家の意識レベルにおける

落差の大きさなども見逃せない。したがって、大学

発ベンチャーは、研究・技術開発から創発するケー

スが多く、そうしたことから、大学と地域の連携の

蓋然性は否めない。しかしながら、IT を活用するこ
とによる大学との連携は、必ずしも当該ベンチャー

企業の立地を大学周辺に限定するものではなく、ま

た、特定地域で育ったベンチャー企業も成長ととも

にその地域を「巣立って」いくことが多く、ベンチ

ャー育成により地域経済が直接的に刺激されること

を期待するよりも、ベンチャーを育む地域インフラ

を構築することの方が肝要となろう。  
第四に、地域経済の持続的発展の局面である。単

なる投機的創業に終わらせず、地域に根ざしてその

共益を確保する「コミュニティ・ガバナンス」の観

点から、市民のベンチャー性をコミュニティ・ビジ

ネスにつなげていくことが必要となる。例えばエコ

マネーによる流通経済の活性化モデルやコミュニテ

ィバスの運行、介護サービスの地域化、またそれを

支える資金調達の手段としてのコミュニティボンド

の開発など、必ずしも大学が主導権を執るのではな

く、むしろ地域の一員としての観点から経営に参画

すると同時に、経営全般に対して専門的見地からの

アドバイスや資金調達の与信などにおいて貢献する

ことが可能であるといえよう。 [11] 
その際に「学」と「地域」が交差するよう機能さ

せる装置が、地域の有識者・オピニオンリーダー、

そして「市民起業家」を収斂するタウンミーティン

グなどの自発的な市民の「集い」である。これは、

いわば「新しい私的政府（Neo-private Government）」
であると位置づけることができよう。[12]そこでは既

存の地域権力構造に拘泥することなく、個々人の良

識と熱意から、地域の争点を抽出しこれを解決に導

くための諸資源動員を可能とする柔軟な環境整備が

必要不可欠の要素となることを、指摘しておかなく

てはならない。  
こうした研究開発、さらには教育といった大学の

固有の機能をモチーフに市民主導の「コミュニテ

ィ・ガバナンス」を具現化するリサーチパークの経

営モデルを、改めて「コミュニティ・パートナーシ

ップ型」（Community partnership model）と呼称する
こととする。  
この理念型においては、経営の実質的な主体はあ

くまで大学であるものの、その機能を足がかりとし

て、地域全体の様々なアクターが交差する場として

リサーチパークを位置づけ、争点ごとに関係するア

クターの組み合わせを変え、もっとも効率的かつ確

実的に解決案が導出できる仕組みを創出することが

このモデルの特質となる。そのためには市民をはじ

め各アクターが自発的、自律的に地域の問題を捉え、

それらに対し IT を活用した討論など活発な意思の
疎通を図り、持続可能な地域発展を可能とする仕組

みづくりを行わなくてはならない。  
しかしながら、この文脈ではギリシアのポリスに
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おける直接民主政に匹敵する抽象性があることは否

めない。昨今はネット社会の進展に伴い、電子自治

体などの構想が示されているが、依然として行政経

営の効率性の観点からの議論が多い。  
したがって今後の課題として、このモデルをさら

に内実性の高いものとするためには、まさに「学」

が中心となり、社会実験として一定の地域で新しい

経営モデルの試行を行うことが求められるのである。 
 
 

2. 「環境プランナー制度」の意義と発展性  
これまで述べたブランド戦略とそれに基づく経営

モデルを、地域経営の要であるリサーチパークの運

営方針に組み込むこと、及びリサーチパーク内の建

物開発など点的な要素を統一的ブランドのもとに地

域全体の開発と有機的に結びつけることで、面的、

立体的なまちづくりが可能となる。こうしたコンテ

キストから、ブランド戦略を担う人材の育成がリサ

ーチパークの枢要な機能の一つとなるのである。  
そこで次に大学の果たす高度職業人の育成と、目

指すべき「環境プランナー制度」の連関について述

べることとする。  
 
2.1 環境問題を捉える新しい視座  
我々を取り巻く環境問題について省みると、経済

活動の増大及び急激な人口増加によって、資源・エ

ネルギー消費や食料生産の増大など、環境に対する

負荷が全地球規模で拡大している。そして大量生

産・大量消費・大量廃棄型の現代産業社会を前提と

すると、こうした問題を適切に処理し、持続的な発

展をもたらすことは極めて難しい状況を迎えつつあ

る。まさに、あらゆる人間の活動が環境問題の原因

となっているといっても過言ではなく、我々はかく

の如き状況を真摯に受け留めねばならない。  
したがってここでは産業活動を行う事業者やその

活動を規制する中央・地方政府のみならず、消費生

活を行う国民・市民・消費者を関連アクターとして

包摂することをもって、現在の環境破壊から、環境

共生・共創を企図した社会経済システムへのパラダ

イム転換が、喫緊の課題となるのである。しかも環

境問題の発生形態は従来の「多量、集中、短期、単

独、確実」から「少量、広域、長期、複合、不確実」
[13]となり、複雑化かつ構造化し、加えてその影響範

囲がグローバル化していることを踏まえなくてはな

らない。  
したがって、環境問題の実相は、単一の視座やア

プローチではもはや捉えきれない、極めて混沌とし

た問題状況にあることを認識しなくてはならないの

である。人間を取り巻く環境を対人間、対自然、そ

して対人工創造物の関係等複合的に把握し、人間が

認識しうる範域内において、環境問題に対する分析

の前提として自然系を環境として認識するにあたっ

ては、空間的にも経済的にも人間の生活の基本とな

る地域ないしはコミュニティを解析のベースと位置

づける必要がある。これは「開題」で述べたとおり

である。そうであるならば、人間は単に住居や家族、

近隣社会のみの「環境」に存するのではなく、より

広域の地区、地域、都市そして国土や地球といった

体系的な観点から捉えなくてはならないのである。

そこで個別的な人間行動や諸技術から社会システ

ム・制度に至るまで、環境を構成する要素を包括し

ていく統合的な視座を確立することが肝要となる。

しかしながら、単に統制しあるいは制約を受けると

いう関係のみでなく、積極的に新しいパラダイムや

技術によって働きかけを行い、新しい環境を共創す

ることが、エコロジーとエコノミーが両立する持続

的発展の可能な社会にとって不可欠の前提となる。  
環境問題に対しては、これまで様々なディシプリ

ンに基づくアプローチが存在するが、これらは全て

環境を客体化して攻究する点では同一のパラダイム

に根ざしている。そこで、環境のみならず、我々人

間も客体化し構造化した全体性の中で捉えることを

基本とし、まずは環境問題を惹起する構造的連関に

ついて、統合的視座をもって分析し、その本質を把

握する制度・システムのパラダイムを構築しなれば

ならない。そして環境が抱えている諸問題の本質を

的確に把握するために、社会・経済・政治・文化そ

して産業といった様々なサブシステムを統合的な視

座から抜本的に見直し、あらゆる学問的実績を動員

して緻密な分析を展開することが肝要となる。  
 

2.2 育成すべき人材と「環境プランナー制度」  
環境を捉える新しい視座を実効あらしめるために

は、今日の産業社会の抜本的パラダイム転換を図り、

自然界の循環構造に範をとりつつ、個人、地域社会、

自治体、そして国等あらゆる次元での活動主体が有

機的に連携し、環境負荷の低減を図り持続可能な発

展を目指す体制の構築が必要となる。そこでそのた

めの技術開発を行い、そしてそれらを自在に使いこ

なし、諸課題に対し戦略的に解決策の立案を行い政

策的思考で挑戦する、「環境マネジメント」の要諦を

身につけた人材の育成が、喫緊の課題となってくる

のである。即ち、政策や技術を評価する知力を有し、

地域の環境問題をトータルにマネジメントすること

のできる人材としての「環境スペシャリスト」を育

成し、教育・研究成果の社会への移転を進めること




